
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

養 力 だ よ り 
 

 老 人 保 健 施 設  清 華 苑 養 力 セ ン タ ー 

2019 
３ 月 号 

行事予定 
●ダ・カーポ音楽療法 

日時 ３月２２日（金）１４時～ 

 

●お誕生日会（３月生まれの方対象） 

日時 ３月２５日（月）１３時４５分～１４時４５分 

場所 各階ホール 

 

●カラオケボランティア 

日時 ３月２６日（火）１４時～ 

 

●高丘中学校吹奏楽部演奏会 

 日時 ３月２９日（金）１４時～ 

 場所 中庭 

 生きる力を養う施設 お客さま相談室の相談員が発行する「ようりきだより」  社会福祉法人 三幸福祉会 

YOURIKI 

「華の宴」の開催について 
平成３１年４月６日（土）１４：００～１６：００に

毎年恒例の華の宴を開催致します。 

欠席のご連絡を頂いた方も当日の都合がつきました

ら、ぜひご参加ください。 

数に限りがございますが、お抹茶やお茶菓子を準備し

ておりますので、ご来苑の際に受け付けまでお申し付

けください。 

また、華の宴開催の為、当日の入浴は中止となります。

対象のご利用者は、翌日 7 日(日)に入浴していただく

ことになりますので、よろしくお願い致します。 

 
裏面もご確認頂きますよう 

お願い致します。 

面会制限について 
【インフルエンザについてのお知らせ】 

インフルエンザが全国的に流行していたこともあり、

予防対策として 2 階・3 階での面会を禁止させていた

だいておりましたが、3 月 1 日より面会禁止が全面的

に解除となりました。面会時は、マスクの着用を必ず

お願いします。皆様にご協力とご理解をいただきまし

たことを感謝致します。 

 

高丘中学校吹奏楽部演奏会 
平成３１年３月２９日(金) １４:００~１４:３０に高丘

中学校吹奏楽部の学生達による演奏会を開催致します。 

今年も 50 名ほどの学生が来苑し、演奏を披露していただ

く予定となっております。 

皆様ぜひ、演奏会に足をお運び下さい！ 

 

利用料金変更のお知らせ 
老人保健施設は、病院と在宅の中間施設として位置づけら

れ、在宅復帰施設であると家族様にはご理解を頂いている

ところですが、２０１８年の介護保険制度改正において「在

宅支援」機能がより明示されました。 

当苑でも準備を進めて参り、職員配置を手厚くする等の体

制が整いましたので、２０１９年４月より在宅強化型施設

として稼働していくこととなりました。 

体制強化に伴い利用料金体系が変更となります。詳しくは

別紙をご参照いただき、変更同意書２部に、ご利用者氏名

と署名代行者氏名を記入し、捺印の上、１部を施設へご送

付下さい。 

（1 部はご家族様のお控えになります。以前の重要事項説

明書と合わせて、大切に保管下さい。） 

 

提出締切：２０１９年３月３１日 

  (万が一提出が遅れる場合は、ご連絡下さい)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記事項につきましてご不明な点がございましたら、ご遠慮なく当苑職員までお問い合わせ下さい。 

 

老人保健施設 清華苑養力センター  

お客様相談室 

TEL  ０７８−９３４−００７０ 

FAX  ０７８−９３４−００５８ 

 

 

 

 

 

                           様 

 

下記の□欄にレ点のある方は、チェックされた文面をご確認下さい。 
 

□ケアプラン開示の日程調整について（担当：ケアマネジャー 廣田） 

３ヶ月に１度、定期的に会議を開催し、ご利用者様の状態に基づき計画書を 

作成しております。 

ご家族様と二人三脚でよりよいケアを目指すため、直接お会いし、 

ご意向を伺いたいと思います。 

計画書の開示は厚生労働省にて義務づけられています。 

  

ケアプラン説明の日程を調整させて頂きますので、当苑までご連絡下さい。 

（※メモ    月   日        時～ 会議を行う予定ですので会議日以降に 

ご連絡下さい。） 

  

□  介護保険証の更新手続きについて（担当：ケアマネジャー 廣田） 

     介護保険証の有効期限迫っておりますので、更新手続きをさせて頂きます。 

     申請書と介護保険証（原本）をご持参下さい。 

   

□  介護保険更新手続きの結果報告と 

介護保険証持参のお願い（担当：ケアマネジャー 廣田） 

新しい介護保険証が届きましたら、当苑までご持参下さい。 

新しい要介護度での手続きをさせて頂きます。 

 

□  入所期間の更新手続きについて（担当：岡本、酒井、阿部） 

入所受入れ期間の期限が迫っております（過ぎております）ので手続きが必要です。 

□ 来苑される日時をご連絡下さい。（来苑時に相談室へお声かけ下さい） 

□同封した「入所期間確認書」をご確認頂き、署名・捺印後ご返送下さい。 

※２部同封していますので、控えは家族様で保管して下さい。 

 

 

 

 


